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国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 106)

■
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
に

　
遭
っ
た
場
合
は
国
保
へ
届
け
出
を

　
●
第
三
者
行
為
と
な
る
も
の

●
示
談
の
前
に
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う

●
事
故
に
遭
っ
た
と
き
は

第三者行為によるけが
は国保が使えます

詳しくは町住民生活課にお問い合わせください

介
護
保
険

町福祉課　TEL 096‒234‒1114（内線 142）

■
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図

　
る
介
護
相
談
員
を
募
集
し
ま
す

▼
介
護
相
談
員
の
活
動
内
容

▼
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償

▼
研
修
に
つ
い
て

▼
募
集
人
数

▼
応
募
方
法

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

TEL

介 護 相 談 員 を
募 集 し て い ま す

詳しくは町福祉課へお問い合わせください
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男
女
共
同
参
画

町総務課　TEL 096‒234‒1140（内線 222）

■
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

　（
Ｄ
Ｖ
）
と
は

●
Ｄ
Ｖ
は
身
近
に
あ
る
問
題
で
す

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

TELTEL

人権侵害にあたるドメス
ティック・バイオレンス

ＤＶ相談ナビはお近くの相談窓口につながります

国
民
年
金

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113 （内線 101）

■
保
険
料
を
追
納
す
る
と
年
金
の
受

　
取
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す

■
保
険
料
を
追
納
す
る
際
に
注
意
す

　
る
こ
と

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

TELTEL

免除・猶予期間の保険料が追納できます

国民年金の納付免除・
猶予期間がある方へ


